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1 . 上 下 水 道 事 業 に 共 通 す る 課 題 の 抽 出 と 分 析  
 

（ １ ） 災 害 ・ 事 故 発 生 時 の 業 務 継 続 の 課 題  
 

① 上 水 道 事 業 の 課 題  
 

上 水 道 事 業 の 役 割 は 、 安 全 で 安 定 し た 水 道 水 の 供 給  
 

で あ り 、 市 民 生 活 や 工 業 生 産 活 動 等 の 社 会 経 済 活 動 に  
 

お い て 大 き な 役 割 を 担 っ て い る 。  
 

 大 規 模 地 震 ・ 豪 雨 災 害 及 び 浄 水 施 設 等 の 事 故 に よ り 、  
 

上 水 道 の 供 給 が 停 止 す れ ば 、 市 民 の 生 命 の 維 持 や 工 業  
 

生 産 等 が 困 難 に な り 、 大 き な 影 響 を 及 ぼ す 恐 れ が あ る 。  

 

② 下 水 道 事 業 の 課 題  
 

下 水 道 事 業 の 役 割 は 、 公 共 用 水 域 の 保 全 や 公 衆 衛 生  

 

の 確 保 、 市 街 地 の 雨 水 排 除 等 、 市 民 生 活 や 社 会 経 済 活  

 

動 等 に お い て 大 き な 役 割 を 担 っ て い る 。  
 

 大 規 模 地 震 ・ 豪 雨 災 害 及 び 汚 水 処 理 施 設 等 の 事 故 に  

 

よ り 、 汚 水 処 理 や 雨 水 排 除 が 停 止 す れ ば 、 市 民 生 活 等  
 

に 大 き な 影 響 を 及 ぼ す 恐 れ が あ る 。  
 

（ ２ ） 災 害 ・ 事 故 発 生 時 に 対 応 す る 職 員 不 足 の 課 題  

 

地 方 公 共 団 体 に お い て は 、 ベ テ ラ ン 職 員 の 大 量 退 職  
 

や 、 人 員 適 正 化 に よ り 上 下 水 道 事 業 に 従 事 す る 職 員 数  
 

が 減 少 し て い る 。 職 員 数 の 不 足 に よ り 災 害 ・ 事 故 発 生  
 

の 被 害 か ら の 復 旧 の 遅 れ が 懸 念 さ れ 、 社 会 経 済 活 動 等  
 

に 悪 影 響 を 及 ぼ す 恐 れ が あ る 。  
 

２ ． 最 も 重 要 と 考 え る 課 題 と 解 決 策  
 

（ １ ） 最 も 重 要 と 考 え る 課 題  
 

最 も 重 要 と 考 え る 課 題 は 、 「 災 害 ・ 事 故 発 生 時 の 業  
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務 継 続 」 で あ る 。 そ の 理 由 と し て は 、 災 害 ・ 事 故 等 に  
 

よ り 上 下 水 道 事 業 が 停 止 す れ ば 、 社 会 経 済 活 動 の 停 滞  
 

や 市 民 の 生 命 維 持 が 困 難 な る な ど 影 響 が 最 も 大 き い た  
 

め で あ る 。  
 

（ ２ ） 提 案 す る 解 決 策  

 

業 務 継 続 計 画 （ Ｂ Ｃ Ｐ ） の 策 定 ： 大 規 模 災 害 ・ 事 故

発  

 

生 時 の ヒ ト ・ モ ノ ・ 情 報 等 が 制 約 さ れ る 状 況 下 で 、 上  
 

下 水 道 が 果 た す べ き 機 能 を 迅 速 か つ 高 い レ ベ ル で 維 持  

 

回 復 さ せ る こ と を 目 的 と す る 業 務 継 続 計 画 （ 以 下 B C P  

 

と い う 。 ） を 策 定 す る 必 要 が あ る 。 具 体 的 に は 以 下 の  
 

3 つ の 計 画 を 策 定 す る 。  
 

① 非 常 時 対 応 計 画 ： リ ソ ー ス の 制 約 を 踏 ま え 、 優 先 実  
 

施 業 務 を 行 う た め に 必 要 な 対 応 手 順 を 、 発 災 の 時 間 帯  
 

な ど に 分 け て 時 系 列 で 具 体 的 に 示 す 。  
 

② 事 前 対 策 計 画 ： 上 下 水 道 機 能 の 維 持 ・ 回 復 を 図 る た  
 

め 必 要 な 対 策 を リ ス ト ア ッ プ し 、 実 施 予 定 時 期 等 を 明  
 

確 に し て 「 対 応 の 目 標 時 間 」 ま た は 「 現 状 で 可 能 な 対  
 

応 時 間 」 を 早 め る た め の 対 策 等 を 示 す 。 機 材 等 の 確 保 、  
 

民 間 企 業 と の 協 定 内 容 や 情 報 共 有 内 容 等 を 記 載 す る 。  
 

③ 訓 練 ・ 維 持 改 善 計 画 ： 非 常 時 対 応 計 画 の 確 実 な 実 行  
 

と 上 下 水 道 B C P の 定 着 の た め の 訓 練 、 上 下 水 道 B C P の  
 

維 持 改 善 を 示 す 。  
 

 こ れ ら の B C P を 実 行 す る た め に は 、 部 局 長 が リ ー ダ  

 

ー シ ッ プ を 発 揮 し た 体 制 の 構 築 が 必 要 で あ る 。  
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３ ． 解 決 策 に よ り 新 た に 生 じ う る リ ス ク と 対 策  
 

（ １ ） 中 小 地 方 公 共 団 体 の Ｂ Ｃ Ｐ 策 定 の 遅 れ  

 

新 た に 生 じ う る リ ス ク ： 中 小 の 地 方 公 共 団 体 等 で は 、  
 

B C P 策 定 の ノ ウ ハ ウ 不 足 や 人 員 不 足 に よ り 、 B C P 策 定  
 

が 進 ま な い 恐 れ が あ る 。  
 

対 応 策 ： 県 や 先 進 地 方 公 共 団 体 の 支 援 や 先 進 事 例 を 取  
 

り 入 れ 、 研 修 等 を 実 施 す る 。 Ｂ Ｃ Ｐ 策 定 ガ イ ド ラ イ ン  
 

の 簡 素 化 を 実 施 し 、 で き る と こ ろ か ら B C P を 策 定 し て  
 

段 階 的 に 改 善 し な が ら ビ ル ド ア ッ プ す る 。  
 

（ ２ ） Ｂ Ｃ Ｐ を 上 回 る 被 害 の 恐 れ  
 

新 た に 生 じ う る リ ス ク ： B C P で 想 定 す る 被 害 を 上 回 る  
 

大 規 模 災 害 や 事 故 が 発 生 す る 恐 れ が あ る 。  
 

対 応 策 ： 近 隣 の 地 方 公 共 団 体 と 広 域 化 ・ 共 同 化 を 図 り 、  

 

B C P が 実 行 で き る 協 議 会 等 を 設 置 し 、 定 期 的 な 会 議 を  
 

開 催 す る 。  
 

４ ． 業 務 遂 行 に お け る 必 要 な 要 件  
 

① 国 等 と の 連 携 ・ 協 力 体 制 の 構 築 ： B C P を 実 行 す る た  
 

め 、 国 ・ 県 ・ 市 が 一 体 と な っ て 早 期 復 旧 を 進 め る 体 制  
 

づ く り を 推 進 し て い く 。 ま た 、 常 日 頃 か ら の 市 民 へ の  

 

広 報 ・ 説 明 等 に よ り 協 力 体 制 を 構 築 す る 必 要 が あ る 。  
 

② 技 術 者 の 継 続 研 鑽 ： 上 下 水 道 部 門 の 技 術 者 が 常 に 継  
 

続 研 鑽 し て 、 B C P 策 定 や 改 善 等 の 防 災 ・ 減 災 の 対 応 が  
 

で き る よ う 不 断 の 努 力 を 行 う 必 要 が あ る 。 ま た 、 大 規  
 

模 災 害 等 は 常 に 発 生 状 況 が 変 化 す る た め 、 情 報 収 集 を  
 

怠 ら な い こ と が 重 要 で あ る 。  


